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重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

新
旧
対
照
条
文

○

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
九
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
対
象
施
設
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
を
い

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
対
象
施
設
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
を
い

う
。

う
。

一

国
の
重
要
な
施
設
等
と
し
て
次
に
掲
げ
る
施
設

一

国
の
重
要
な
施
設
等
と
し
て
次
に
掲
げ
る
施
設

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

ヘ

第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
特
別
要
人
所
在
施
設
と
し

（
新
設
）

て
指
定
さ
れ
た
施
設

ト

（
略
）

ヘ

（
略
）

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
対
象
施
設
周
辺
地
域
」
と
は
、
前
項
第
一
号
イ
か

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
対
象
施
設
周
辺
地
域
」
と
は
、
前
項
第
一
号
イ
か

ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
対
象
施
設
に
つ
い
て
は
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指

ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
対
象
施
設
に
つ
い
て
は
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指

定
さ
れ
た
地
域
を
い
い
、
同
号
へ
に
掲
げ
る
対
象
施
設
に
つ
い
て
は
第
三
条

定
さ
れ
た
地
域
を
い
い
、
同
号
ヘ
に
掲
げ
る
対
象
施
設
に
つ
い
て
は
第
四
条

の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
を
い
い
、
同
号
ト
に
掲
げ
る

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
を
い
い
、
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る

対
象
施
設
に
つ
い
て
は
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
を

対
象
施
設
に
つ
い
て
は
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
を

い
い
、
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
対
象
施
設
に
つ
い
て
は
第
五
条
第
二
項
の
規

い
い
、
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
対
象
施
設
に
つ
い
て
は
第
六
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
を
い
い
、
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
対
象
施
設
に

定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
を
い
い
、
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
対
象
施
設
に

つ
い
て
は
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
を
い
い
、
前
項

つ
い
て
は
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
を
い
い
、
前
項

第
四
号
に
掲
げ
る
対
象
施
設
に
つ
い
て
は
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指

第
五
号
に
掲
げ
る
対
象
施
設
に
つ
い
て
は
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指

定
さ
れ
た
地
域
を
い
い
、
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
対
象
施
設
に
つ
い
て
は
第

定
さ
れ
た
地
域
を
い
う
。
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八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
を
い
う
。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
国
の
所
有
又
は
管
理
に
属
す
る
対
象
施
設
の
敷
地
等
の
指
定
）

（
国
の
所
有
又
は
管
理
に
属
す
る
対
象
施
設
の
敷
地
等
の
指
定
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
各
号
に
定
め
る
対

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
各
号
に
定
め
る
対

象
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
す
る
と
き
は
、
当
該
対
象
施
設
の
敷
地
又

象
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
す
る
と
き
は
、
当
該
対
象
施
設
の
敷
地
又

は
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね
千
メ
ー
ト
ル
の
地
域
を
、
当
該
対
象
施
設

は
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね
三
百
メ
ー
ト
ル
の
地
域
を
、
当
該
対
象
施

に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

設
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
各
号
に
定
め
る

３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
各
号
に
定
め
る

対
象
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
し
、
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
対

対
象
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
し
、
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
対

象
施
設
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
指
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

象
施
設
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
指
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
警
察
庁
長
官
（
当
該
対
象
施
設
周
辺
地
域
が
海
域
（
海
上
保
安
庁

か
じ
め
、
警
察
庁
長
官
（
当
該
対
象
施
設
周
辺
地
域
が
海
域
（
海
上
保
安
庁

法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
離
島

法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
離
島

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
場
合
に
あ
っ
て
は
、
警
察
庁
長
官
及
び
海

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
場
合
に
あ
っ
て
は
、
警
察
庁
長
官
及
び
海

上
保
安
庁
長
官
。
第
四
条
第
三
項
、
第
五
条
第
四
項
、
第
六
条
第
三
項
、
第

上
保
安
庁
長
官
。
第
十
一
条
第
三
項
及
び
第
五
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）

七
条
第
三
項
、
第
十
条
第
三
項
た
だ
し
書
及
び
第
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て

と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
じ
。
）
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）

（
対
象
特
別
要
人
所
在
施
設
の
指
定
等
）

第
三
条
の
二

警
察
庁
長
官
は
、
天
皇
又
は
内
閣
総
理
大
臣
の
所
在
す
る
施
設

（
新
設
）

（
第
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
対
象
施
設
を
除
く
。
）
の
う

ち
、
第
一
条
の
目
的
に
照
ら
し
そ
の
施
設
に
対
す
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行

に
よ
る
危
険
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
を
、
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対
象
特
別
要
人
所
在
施
設
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
警
察
庁
長
官
は
、
併
せ
て
当
該
対
象
特
別
要
人
所
在
施
設
の
敷
地

又
は
区
域
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２

警
察
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
特
別
要
人
所
在
施
設
及
び
当

該
対
象
特
別
要
人
所
在
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
す
る
と
き
は
、
当
該

対
象
特
別
要
人
所
在
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね
千
メ

ー
ト
ル
の
地
域
を
、
当
該
対
象
特
別
要
人
所
在
施
設
に
係
る
対
象
施
設
周
辺

地
域
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

３

警
察
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
特
別
要
人
所
在
施
設
及
び

当
該
対
象
特
別
要
人
所
在
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
し
、
並
び
に
前
項

の
規
定
に
よ
り
当
該
対
象
特
別
要
人
所
在
施
設
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域

を
指
定
す
る
と
き
は
、
期
間
を
定
め
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
期
間
は
、
天
皇
又
は
内
閣
総
理
大
臣
の
安
全
を
確
保
す
る

た
め
に
必
要
な
期
間
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

４

警
察
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
特
別
要
人
所
在
施
設
及
び

当
該
対
象
特
別
要
人
所
在
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
し
、
並
び
に
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
対
象
特
別
要
人
所
在
施
設
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地

域
を
指
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
対
象
施
設
周
辺
地
域
が
海

域
を
含
む
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
海
上
保
安
庁
長
官
と
協
議
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

５

警
察
庁
長
官
は
、
対
象
特
別
要
人
所
在
施
設
及
び
当
該
対
象
特
別
要
人
所

在
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対
象
特
別
要
人
所
在
施
設
に
係
る
対

象
施
設
周
辺
地
域
を
指
定
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
期
間
並
び
に
当
該

対
象
特
別
要
人
所
在
施
設
の
名
称
、
所
在
地
及
び
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当

該
対
象
特
別
要
人
所
在
施
設
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
官
報
で
告
示
し
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

警
察
庁
長
官
は
、
対
象
特
別
要
人
所
在
施
設
及
び
当
該
対
象
特
別
要
人
所

在
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対
象
特
別
要
人
所
在
施
設
に
係
る
対

象
施
設
周
辺
地
域
に
つ
い
て
そ
の
指
定
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と

き
は
、
直
ち
に
当
該
指
定
を
解
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
解
除
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

８

警
察
庁
長
官
は
、
対
象
特
別
要
人
所
在
施
設
及
び
当
該
対
象
特
別
要
人
所

在
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対
象
特
別
要
人
所
在
施
設
に
係
る
対

象
施
設
周
辺
地
域
の
指
定
を
解
除
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
官
報
で
告
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
対
象
政
党
事
務
所
の
指
定
等
）

（
対
象
政
党
事
務
所
の
指
定
等
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
政
党
事
務
所
及
び
当
該
対
象
政

２

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
政
党
事
務
所
及
び
当
該
対
象
政

党
事
務
所
の
敷
地
を
指
定
す
る
と
き
は
、
当
該
対
象
政
党
事
務
所
の
敷
地
及

党
事
務
所
の
敷
地
を
指
定
す
る
と
き
は
、
当
該
対
象
政
党
事
務
所
の
敷
地
及

び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね
千
メ
ー
ト
ル
の
地
域
を
、
当
該
対
象
政
党
事
務
所
に

び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね
三
百
メ
ー
ト
ル
の
地
域
を
、
当
該
対
象
政
党
事
務
所

係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

３
～
７

（
略
）

３
～
７

（
略
）

（
対
象
外
国
公
館
等
の
指
定
等
）

（
対
象
外
国
公
館
等
の
指
定
等
）

第
五
条

外
務
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち
、
第
一
条
の
目
的
に
照
ら

第
五
条

外
務
大
臣
は
、
外
交
関
係
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
第
一
条

に
規

(i)

し
そ
の
施
設
に
対
す
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
よ
る
危
険
を
未
然
に
防
止

定
す
る
使
節
団
の
公
館
、
領
事
関
係
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
第
一
条
１
(j)

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
を
、
対
象
外
国
公
館
等
と
し
て
指

に
規
定
す
る
領
事
機
関
の
公
館
及
び
条
約
に
お
い
て
不
可
侵
と
さ
れ
る
外
国

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
外
務
大
臣
は
、
併
せ
て
当

政
府
又
は
国
際
機
関
の
事
務
所
並
び
に
別
表
に
定
め
る
外
国
要
人
（
以
下
こ



- 5 -

該
対
象
外
国
公
館
等
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

の
条
に
お
い
て
単
に
「
外
国
要
人
」
と
い
う
。
）
の
所
在
す
る
場
所
の
う
ち

、
第
一
条
の
目
的
に
照
ら
し
そ
の
施
設
に
対
す
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に

よ
る
危
険
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
を
、
対

象
外
国
公
館
等
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

外
務
大
臣
は
、
併
せ
て
当
該
対
象
外
国
公
館
等
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
す

る
も
の
と
す
る
。

一

外
交
関
係
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
第
一
条

に
規
定
す
る
使
節
団
の

（
新
設
）

(i)

公
館
、
領
事
関
係
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
第
一
条
１

に
規
定
す
る
領

(j)

事
機
関
の
公
館
及
び
条
約
に
お
い
て
不
可
侵
と
さ
れ
る
外
国
政
府
又
は
国

際
機
関
の
事
務
所

二

別
表
に
定
め
る
外
国
要
人
の
所
在
す
る
施
設

（
新
設
）

三

国
際
会
議
（
別
表
に
定
め
る
外
国
要
人
が
参
加
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
新
設
）

の
準
備
又
は
運
営
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
会
議
場
施
設
そ
の
他
の
施
設

２

外
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
外
国
公
館
等
及
び
当
該
対
象
外

２

外
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
外
国
公
館
等
及
び
当
該
対
象
外

国
公
館
等
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
す
る
と
き
は
、
当
該
対
象
外
国
公
館
等

国
公
館
等
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
す
る
と
き
は
、
当
該
対
象
外
国
公
館
等

の
敷
地
又
は
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね
千
メ
ー
ト
ル
の
地
域
を
、
当
該

の
敷
地
又
は
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね
三
百
メ
ー
ト
ル
の
地
域
を
、
当

対
象
外
国
公
館
等
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す

該
対
象
外
国
公
館
等
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と

る
。

す
る
。

３

外
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
外
国
公
館
等
と
し
て
同
項
第

３

外
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
外
国
公
館
等
と
し
て
外
国
要

二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
施
設
を
指
定
し
、
及
び
当
該
施
設
に
係
る
対
象

人
の
所
在
す
る
場
所
を
指
定
し
、
及
び
当
該
外
国
要
人
の
所
在
す
る
場
所
に

外
国
公
館
等
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
し
、
並
び
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
当

係
る
対
象
外
国
公
館
等
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
し
、
並
び
に
前
項
の
規
定

該
対
象
外
国
公
館
等
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
指
定
す
る
と
き
は
、
期

に
よ
り
当
該
対
象
外
国
公
館
等
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
指
定
す
る
と

間
を
定
め
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
期
間
は

き
は
、
期
間
を
定
め
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

、
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
当
該
外
国
要
人
の
安
全
を
確

保
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
を
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
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当
該
国
際
会
議
の
円
滑
な
準
備
又
は
運
営
の
た
め
に
必
要
な
期
間
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

５

外
務
大
臣
は
、
対
象
外
国
公
館
等
及
び
当
該
対
象
外
国
公
館
等
の
敷
地
又

５

外
務
大
臣
は
、
対
象
外
国
公
館
等
及
び
当
該
対
象
外
国
公
館
等
の
敷
地
又

は
区
域
並
び
に
当
該
対
象
外
国
公
館
等
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
指
定

は
区
域
並
び
に
当
該
対
象
外
国
公
館
等
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
指
定

す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
（
対
象
外
国
公
館
等
と
し
て
第
一
項
第
二
号
又
は

す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
（
対
象
外
国
公
館
等
と
し
て
外
国
要
人
の
所
在
す

第
三
号
に
掲
げ
る
施
設
及
び
当
該
施
設
に
係
る
対
象
外
国
公
館
等
の
敷
地
又

る
場
所
及
び
当
該
外
国
要
人
の
所
在
す
る
場
所
に
係
る
対
象
外
国
公
館
等
の

は
区
域
並
び
に
当
該
対
象
外
国
公
館
等
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
指
定

敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対
象
外
国
公
館
等
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域

す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
期
間
）
並
び
に
当
該
対
象
外
国
公
館
等
の
名
称

を
指
定
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
期
間
）
並
び
に
当
該
対
象
外
国
公
館
等

、
所
在
地
及
び
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対
象
外
国
公
館
等
に
係
る
対
象

の
名
称
、
所
在
地
及
び
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対
象
外
国
公
館
等
に
係

施
設
周
辺
地
域
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
～
８

（
略
）

６
～
８

（
略
）

（
対
象
防
衛
関
係
施
設
の
指
定
等
）

（
対
象
防
衛
関
係
施
設
の
指
定
等
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２

防
衛
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
防
衛
関
係
施
設
及
び
当
該
対
象

２

防
衛
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
防
衛
関
係
施
設
及
び
当
該
対
象

防
衛
関
係
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
す
る
と
き
は
、
当
該
対
象
防
衛
関

防
衛
関
係
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
す
る
と
き
は
、
当
該
対
象
防
衛
関

係
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね
千
メ
ー
ト
ル
の
地
域
を

係
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね
三
百
メ
ー
ト
ル
の
地
域

、
当
該
対
象
防
衛
関
係
施
設
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
と
し
て
指
定
す
る

を
、
当
該
対
象
防
衛
関
係
施
設
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
と
し
て
指
定
す

も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

３
～
７

（
略
）

３
～
７

（
略
）

（
対
象
空
港
の
指
定
等
）

（
対
象
空
港
の
指
定
等
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
空
港
及
び
当
該
対
象
空
港

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
空
港
及
び
当
該
対
象
空
港
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の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
す
る
と
き
は
、
当
該
対
象
空
港
の
敷
地
又
は
区
域

の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
す
る
と
き
は
、
当
該
対
象
空
港
の
敷
地
又
は
区
域

及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね
千
メ
ー
ト
ル
の
地
域
を
、
当
該
対
象
空
港
に
係
る

及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね
三
百
メ
ー
ト
ル
の
地
域
を
、
当
該
対
象
空
港
に
係

対
象
施
設
周
辺
地
域
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

る
対
象
施
設
周
辺
地
域
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

３
～
７

（
略
）

３
～
７

（
略
）

（
対
象
原
子
力
事
業
所
の
指
定
等
）

（
対
象
原
子
力
事
業
所
の
指
定
等
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２

国
家
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
原
子
力
事
業
所
及
び
当

２

国
家
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
原
子
力
事
業
所
及
び
当

該
対
象
原
子
力
事
業
所
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
す
る
と
き
は
、
当
該
対
象

該
対
象
原
子
力
事
業
所
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
す
る
と
き
は
、
当
該
対
象

原
子
力
事
業
所
の
敷
地
又
は
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね
千
メ
ー
ト
ル
の

原
子
力
事
業
所
の
敷
地
又
は
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね
三
百
メ
ー
ト
ル

地
域
を
、
当
該
対
象
原
子
力
事
業
所
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
と
し
て
指

の
地
域
を
、
当
該
対
象
原
子
力
事
業
所
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
と
し
て

定
す
る
も
の
と
す
る
。

指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

３
～
７

（
略
）

３
～
７

（
略
）

（
対
象
施
設
等
の
周
知
）

（
対
象
施
設
等
の
周
知
）

第
九
条

国
は
、
対
象
施
設
、
対
象
施
設
の
指
定
敷
地
等
（
第
三
条
第
一
項
、

第
九
条

国
は
、
対
象
施
設
、
対
象
施
設
の
指
定
敷
地
等
（
第
三
条
第
一
項
、

第
三
条
の
二
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項

第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
又
は

、
第
七
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
敷
地
及
び

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
敷
地
及
び
区
域
を
い
う
。
以
下
同

区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
国
民
に
周
知
す

じ
。
）
及
び
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
国
民
に
周
知
す
る
た
め
、
対
象
施
設
、

る
た
め
、
対
象
施
設
、
対
象
施
設
の
指
定
敷
地
等
及
び
対
象
施
設
周
辺
地
域

対
象
施
設
の
指
定
敷
地
等
及
び
対
象
施
設
周
辺
地
域
に
関
す
る
地
図
を
作
成

に
関
す
る
地
図
を
作
成
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ

し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す

り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

る
。

（
対
象
施
設
の
安
全
の
確
保
の
た
め
の
措
置
）

（
対
象
施
設
の
安
全
の
確
保
の
た
め
の
措
置
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）
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２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
る
こ

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
る
こ

と
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
が
当
該
措
置
を
と
ら
な
い
と
き
、
そ
の
命
令
の
相
手
方

と
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
が
当
該
措
置
を
と
ら
な
い
と
き
、
そ
の
命
令
の
相
手
方

が
現
場
に
い
な
い
た
め
に
当
該
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
な

が
現
場
に
い
な
い
た
め
に
当
該
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
き
又
は
同
項
の
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
っ
て
い
る
者
に
対
し
当
該

い
と
き
又
は
同
項
の
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
っ
て
い
る
者
に
対
し
当
該

措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
い
と
ま
が
な
い
と
き
は
、
警
察
官
は
、
対
象
施

措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
い
と
ま
が
な
い
と
き
は
、
警
察
官
は
、
対
象
施

設
に
対
す
る
危
険
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る

設
に
対
す
る
危
険
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る

限
度
に
お
い
て
、
当
該
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
妨
害
、
当
該
小
型
無
人
機

限
度
に
お
い
て
、
当
該
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
妨
害
、
当
該
小
型
無
人
機

等
の
飛
行
に
係
る
機
器
の
破
損
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
（
当
該

等
の
飛
行
に
係
る
機
器
の
破
損
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き

対
象
施
設
の
管
理
者
そ
の
他
関
係
者
に
対
し
当
該
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ず

る
。

る
こ
と
を
含
む
。
）
が
で
き
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

５

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
対
象
空
港
管
理
者
の
職
務
の
執
行
に
つ

５

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
対
象
空
港
管
理
者
の
職
務
の
執
行
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
小
型
無
人
機
等
の
飛

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
小
型
無
人
機
等
の
飛

行
が
」
と
あ
る
の
は
「
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
（
当
該
対
象
空
港
管
理
者
が

行
が
」
と
あ
る
の
は
「
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
（
当
該
対
象
空
港
管
理
者
が

管
理
す
る
対
象
施
設
及
び
そ
の
指
定
敷
地
等
の
上
空
に
お
い
て
行
わ
れ
る
小

管
理
す
る
対
象
施
設
及
び
そ
の
指
定
敷
地
等
の
上
空
に
お
い
て
行
わ
れ
る
小

型
無
人
機
の
飛
行
に
限
る
。
）
が
」
と
、
「
場
合
に
は
」
と
あ
る
の
は
「
場

型
無
人
機
の
飛
行
に
限
る
。
）
が
」
と
、
「
場
合
に
は
」
と
あ
る
の
は
「
場

合
に
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
と
、
「
対
象
施
設
周

合
に
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
と
、
「
対
象
施
設
周

辺
地
域
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
対
象
施
設
及
び
そ
の
指
定
敷
地
等
」
と
、
「

辺
地
域
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
対
象
施
設
及
び
そ
の
指
定
敷
地
等
」
と
、
「

対
象
施
設
に
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
対
象
施
設
に
」
と
、
「
措
置
」
と
あ
る

対
象
施
設
に
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
対
象
施
設
に
」
と
、
「
措
置
」
と
あ
る

の
は
「
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
」
と
、
「
命
ず
る
」
と

の
は
「
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
」
と
、
「
命
ず
る
」
と

あ
る
の
は
「
自
ら
命
じ
、
又
は
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
指

あ
る
の
は
「
自
ら
命
じ
、
又
は
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
指

定
し
た
職
員
若
し
く
は
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
委
任
し
た

定
し
た
職
員
若
し
く
は
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
委
任
し
た

者
に
命
じ
さ
せ
る
」
と
、
同
項
及
び
第
二
項
中
「
で
き
る
」
と
あ
る
の
は
「

者
に
命
じ
さ
せ
る
」
と
、
同
項
及
び
第
二
項
中
「
で
き
る
」
と
あ
る
の
は
「

で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
対
象
施
設
及
び
そ
の
指
定
敷
地
等
並
び
に
そ
の
上

で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
対
象
施
設
及
び
そ
の
指
定
敷
地
等
並
び
に
そ
の
上

空
以
外
の
場
所
及
び
そ
の
上
空
に
お
け
る
当
該
対
象
空
港
管
理
者
又
は
そ
の

空
以
外
の
場
所
及
び
そ
の
上
空
に
お
け
る
当
該
対
象
空
港
管
理
者
又
は
そ
の
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指
定
し
た
職
員
若
し
く
は
委
任
し
た
者
の
職
務
の
執
行
に
あ
っ
て
は
、
警
察

指
定
し
た
職
員
若
し
く
は
委
任
し
た
者
の
職
務
の
執
行
に
あ
っ
て
は
、
警
察

官
（
海
域
及
び
そ
の
上
空
に
お
け
る
当
該
対
象
空
港
管
理
者
又
は
そ
の
指
定

官
（
海
域
及
び
そ
の
上
空
に
お
け
る
当
該
対
象
空
港
管
理
者
又
は
そ
の
指
定

し
た
職
員
若
し
く
は
委
任
し
た
者
の
職
務
の
執
行
に
あ
っ
て
は
、
警
察
官
及

し
た
職
員
若
し
く
は
委
任
し
た
者
の
職
務
の
執
行
に
あ
っ
て
は
、
警
察
官
及

び
海
上
保
安
官
）
が
そ
の
場
に
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
が

び
海
上
保
安
官
）
が
そ
の
場
に
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
が

警
察
庁
長
官
（
海
域
及
び
そ
の
上
空
に
お
け
る
当
該
対
象
空
港
管
理
者
又
は

警
察
庁
長
官
（
海
域
及
び
そ
の
上
空
に
お
け
る
当
該
対
象
空
港
管
理
者
又
は

そ
の
指
定
し
た
職
員
若
し
く
は
委
任
し
た
者
の
職
務
の
執
行
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
指
定
し
た
職
員
若
し
く
は
委
任
し
た
者
の
職
務
の
執
行
に
あ
っ
て
は
、

警
察
庁
長
官
及
び
海
上
保
安
庁
長
官
）
に
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

警
察
庁
長
官
及
び
海
上
保
安
庁
長
官
）
に
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
行
う
と
き
に
限
る
」
と
、
同
項
中
「
命
ず
る
こ
と
が
」
と
あ
る
の
は
「
命

、
行
う
と
き
に
限
る
」
と
、
同
項
中
「
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は
「
命
じ
、
若

じ
、
若
し
く
は
命
じ
さ
せ
る
こ
と
が
」
と
、
「
命
ず
る
い
と
ま
」
と
あ
る
の

し
く
は
命
じ
さ
せ
る
」
と
、
「
対
象
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
省
令

は
「
命
じ
、
若
し
く
は
命
じ
さ
せ
る
い
と
ま
」
と
、
「
対
象
施
設
に
」
と
あ

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
対
象
施
設
」
と
、
「
、
当
該
小
型
無
人
機

る
の
は
「
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
対
象
施
設
に
」

等
の
飛
行
に
係
る
機
器
の
破
損
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
と
る
」
と
あ
る
の

と
、
「
、
当
該
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
機
器
の
破
損
そ
の
他
の
必
要

は
「
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
自
ら
と
り
、
又
は
同
項
の
指
定
し
た
職
員
若

な
措
置
を
と
る
こ
と
（
当
該
対
象
施
設
の
管
理
者
そ
の
他
関
係
者
に
対
し
当

し
く
は
同
項
の
委
任
し
た
者
に
と
ら
せ
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

該
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
他

の
必
要
な
措
置
を
自
ら
と
り
、
又
は
同
項
の
指
定
し
た
職
員
若
し
く
は
同
項

の
委
任
し
た
者
に
と
ら
せ
る
こ
と
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６
・
７

（
略
）

６
・
７

（
略
）

（
罰
則
）

（
罰
則
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

第
十
四
条

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
対
象
施
設
周
辺
地
域
の
上
空

（
新
設
）

（
対
象
施
設
及
び
そ
の
指
定
敷
地
等
の
上
空
を
除
く
。
）
で
小
型
無
人
機
等

の
飛
行
を
行
っ
た
者
は
、
六
月
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
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に
処
す
る
。


